
債務負担行為について 

 

 

 

（仮称）保々こども園改修工事実施設計業務委託は、平成３０年度・平成３

１年度の債務負担行為であり、下記の点に注意すること。 

   

 

記 

 
 
１．前払金（契約金額×３０％）は、平成３０年度に全額支払うこと。 

 
２．平成３１年度の支払いは、6,300,000 円を限度とする。 

 

 

 

以上 


